
発行者 徳島県

徳 島 県 報 発行所 徳島県監察局

法制文書課

定期第２３７号 令和２年９月１日発行

目 次

※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

５３６ 生活保護法の規定による医療機関を指定し 国保・自立支援課

た件

５３７ 生活保護法の規定による指定医療機関から 同

廃止について届出があった件

５３８ 生活保護法の規定による施術機関を指定し 同

た件

５３９ 同 同

５４０ 生活保護法の規定による指定施術機関から 同

施術所の所在地の変更について届出があっ

た件

５４１※ 徳島県薬物の濫用の防止に関する条例の規 薬務課

定に基づき薬物を指定する件

５４２ 指定居宅サービス事業の廃止について届出 長寿いきがい課

があった件

５４３ 指定介護予防サービス事業の廃止について 同

届出があった件

５４４ 令和２年度後期技能検定を実施する件 産業人材育成

センター

５４５ 皆伐面積の限度を公表する件 農林水産基盤整備局

森林整備課



【告示】

番 号 表 題 担当課名

５４６ 建築基準法の規定による指定確認検査機関 住宅課

を指定した件 建築指導室

５４７ 高潮浸水想定区域，浸水した場合に想定さ 河川整備課

れる水深及び浸水の継続時間を定めた件

５４８ 港湾施設の概要を公示する件の一部を改正 運輸政策課

する件

５４９ 特定調達契約について一般競争入札により 教育委員会

落札者を決定した件



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

ラ
シ
ッ
ク
訪
問
看
護
ス
テ
ー

徳
島
市
八
万
町
法
花
谷
二
八
二

合
同
会
社
ラ
シ
エ
イ
ド

令
和
二
年
六
月

シ
ョ
ン
徳
島

―
一

一
日

ス
マ
イ
ル
調
剤
薬
局
城
南
店

同

南
二
軒
屋
町
三
丁
目
五

有
限
会
社
ウ
イ
ズ

同

七
月

―
三
八

一
日

セ
ン
ト
ケ
ア
看
護
小
規
模
沖

同

北
沖
洲
二
丁
目
一
一
―

セ
ン
ト
ケ
ア
四
国
株
式

同

洲

六
一

会
社



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

Ｔ
Ａ
Ｏ
Ｋ
Ａ
メ
ン
タ
ル
ク
リ

小
松
島
市
小
松
島
町
字
井
利
ノ
口

医
療
法
人
養
生
園

平
成
二
十
九
年

ニ
ッ
ク

一
〇
四

七
月
三
十
一
日

佐
藤
外
科
医
院

美
馬
市
脇
町
字
拝
原
一
三
四
四

佐
藤

俊
雄

令
和
二
年
六
月

三
十
日

あ
お
ぞ
ら
耳
鼻
科

鳴
門
市
大
津
町
吉
永
前
ノ
越
二
七

平
賀

智

同

七
月

四

一
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

井
内

一
志

岩
浅
接
骨
院

羽
ノ
浦

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
中
庄
池
ノ
上
六

令
和
二
年
五
月

院

九
―
一

二
十
五
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
機

関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

森

勝
麻

香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
滝
宮
甲
六
四
五

令
和
二
年
六
月
十
五
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
機
関
が
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て

、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
所
の
所
在
地

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

変
更
年
月
日

旧

新

平
尾

協

ほ
ほ
え
み
整
骨
院

徳
島
市
山
城
西
四
丁

徳
島
市
上
八
万
町
西

令
和
二
年
七
月

目
一
八
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
林

山
一
八
〇
六

一
日

Ⅱ
一
階
テ
ナ
ン
ト
東



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

徳
島
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
薬
物
を
指
定
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

薬
物
の
名
称
等

１

化
学
名

四－
メ
チ
ル－

一－

フ
ェ
ニ
ル－

二－

（
ピ
ロ
リ
ジ
ン－

一－

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン－

一

－

オ
ン
（
通
称

α－

Ｐ
ｉ
Ｈ
Ｐ
又
は
α－

Ｐ
Ｈ
ｉ
Ｐ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

化
学
名

Ｎ－

｛
一－
﹇
二－

（
フ
ラ
ン－

二－

イ
ル
）
エ
チ
ル
﹈
ピ
ペ
リ
ジ
ン－

四－

イ
ル
｝

－

Ｎ－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
（
通
称

Ｆ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｙ
ｌ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ

ａ
ｎ
ｙ
ｌ
又
は
Ｆ
Ｕ
Ｅ
Ｆ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

化
学
名

二－

（
二
、
五－

ジ
メ
ト
キ
シ－

四－

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）－

二－

メ
ト
キ
シ
エ
タ
ン

ア
ミ
ン
（
通
称

Ｂ
Ｏ
Ｄ
又
は
β－

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｈ
Ｏ
Ｘ
Ｙ－

二
Ｃ－

Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類

４

化
学
名

Ｎ－

フ
ェ
ニ
ル－

Ｎ－

﹇
一－
（
二－

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ピ
ペ
リ
ジ
ン－

四－

イ
ル

﹈－

二－

メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
ア
ミ
ド
（
通
称

Ｉ
ｓ
ｏ
ｂ
ｕ
ｔ
ｙ
ｒ
ｙ
ｌ
ｆ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｎ

ｙ
ｌ
）
及
び
そ
の
塩
類

５

化
学
名

﹇
一－

（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）－
一
Ｈ－

イ
ン
ド
ー
ル－

三－

イ
ル
﹈
（
四－

メ
ト
キ
シ
ナ
フ
タ
レ
ン－

一－

イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
（
通
称

Ｃ
Ｈ
Ｍ－

〇
八
一
）
及
び
そ

の
塩
類

二

指
定
の
理
由

一
に
掲
げ
る
物
は
、
条
例
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
し
、
か
つ
、
県
の
区
域
内
に
お
い

て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

指
定
の
効
力
発
生
の
日

令
和
二
年
九
月
二
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

社
会
福
祉
法
人
平
成

徳
島
市
勝
占
町
松
成
四
六
番

訪
問
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
て

徳
島
市
通
町
一
丁
目
六
番
地

訪
問
介
護

令
和
二
年
七
月

令
和
二
年
七
月

記
念
会

と
て
と
徳
島

二
十
二
日

三
十
一
日

合
同
会
社

和
美

阿
波
市
阿
波
町
小
倉
二
〇
五
番

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

阿
波
市
阿
波
町
小
倉
二
〇
五
番

同

同

同

地
四

ン
和
美

地
四

三
日

徳
島
健
康
生
活
協
同

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九

健
生
阿
南
診
療
所

阿
南
市
津
乃
峰
町
新
浜
一
二
番

通
所
リ
ハ
ビ

同

五
月

同

組
合

地

リ
テ
ー
シ
ョ

二
十
七
日

ン

株
式
会
社
マ
ザ
ー

同

両
国
本
町
二
丁
目
一
六

福
祉
用
具
の
店

マ
ザ

徳
島
市
両
国
本
町
二
丁
目
一
六

福
祉
用
具
貸
与

同

六
月

同

―
一

ー

―
一

三
十
日

特
定
福
祉
用
具

同

同

販
売



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

徳
島
健
康
生
活
協
同

徳
島
市
下
助
任
町
四
丁
目
九

健
生
阿
南
診
療
所

阿
南
市
津
乃
峰
町
新
浜
一
二
番

介
護
予
防
通

令
和
二
年
五
月

令
和
二
年
七
月

組
合

地

所
リ
ハ
ビ
リ

二
十
七
日

三
十
一
日

テ
ー
シ
ョ
ン

株
式
会
社
マ
ザ
ー

同

両
国
本
町
二
丁
目
一
六

福
祉
用
具
の
店

マ
ザ

徳
島
市
両
国
本
町
二
丁
目
一
六

介
護
予
防
福

同

六
月

同

―
一

ー

―
一

祉
用
具
貸
与

三
十
日

特
定
介
護
予

同

同

防
福
祉
用
具

販
売



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
後
期
技
能
検

定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

職
種
、
等
級
、
期
日
、
場
所
及
び
手
数
料
の
額

期

日

手

数

料

の

額

職

種

等
級

場

所

学

科

実

技

学

科

実

技

機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
配

一
級
及

令
和
三
年
一
月

令
和
二
年
十
二

徳
島
県
職
業
能

三
千
百
円

特
級

管
（
建
築
配
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
型
枠
施
工
、

び
二
級

二
十
四
日
（
日

月
四
日
（
金
曜

力
開
発
協
会
が

全
職
種

一
万
八
千
二
百
円

ガ
ラ
ス
施
工

曜
日
）

日
）
か
ら
令
和

別
に
指
定
す
る

三
年
二
月
二
十

場
所

一
級
、
二
級
、
三
級
（
高
等
学

電
気
機
器
組
立
て
、
配
管
、
型
枠
施
工

三
級

一
日
（
日
曜
日

校
等
の
在
校
生
が
受
け
る
場
合

）
ま
で
の
間
に

を
除
く
。
）
及
び
単
一
等
級

金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
属
プ
レ
ス
加

特
級

令
和
三
年
一
月

お
い
て
徳
島
県

和
裁
及
び
機
械
・
プ
ラ
ン
ト

工
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機

三
十
一
日
（
日

職
業
能
力
開
発

製
図

一
万
三
千
三
百
円
（

器
組
立
て
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、

曜
日
）

協
会
が
別
に
指

三
十
五
歳
未
満
の
者
が
二
級

油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、

定
す
る
日

又
は
三
級
を
受
け
る
場
合
に

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
パ
ン
製
造

あ
っ
て
は
、
四
千
三
百
円
）

機
械
検
査
及
び
婦
人
子
供
服

自
動
販
売
機
調
整
、
時
計
修
理
、
油
圧
装
置
調
整
、
農
業

一
級
及

製
造

一
万
五
千
百
円
（
三

機
械
整
備
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、
パ
ン
製

び
二
級

十
五
歳
未
満
の
者
が
二
級
又

造
、
防
水
施
工
（
合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
、
塩
化

は
三
級
を
受
け
る
場
合
に
あ

ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
及
び
改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ

っ
て
は
、
六
千
百
円
）

ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、

そ
の
他
の
職
種

一
万
八
千

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

二
百
円
（
三
十
五
歳
未
満
の

者
が
二
級
又
は
三
級
を
受
け

造
園
、
時
計
修
理
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、

三
級

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
千

家
具
製
作
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

二
百
円
）



バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

単
一
等

三
級
（
高
等
学
校
等
の
在
校
生

級

が
受
け
る
場
合
に
限
る
。
）

全
職
種

四
千
四
百
円
（
三

空
気
圧
装
置
組
立
て
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら

一
級
及

令
和
三
年
二
月

十
五
歳
未
満
の
者
が
受
け
る

ぶ
き
、
鉄
筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
樹
脂
接

び
二
級

七
日
（
日
曜
日

場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千
九

着
剤
注
入
施
工
、
塗
装
、
広
告
美
術
仕
上
げ
（
広
告
面
粘

）

百
円
）

着
シ
ー
ト
仕
上
げ
に
限
る
。
）

機
械
検
査
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄
筋
施
工

三
級

機
械
加
工
（
普
通
旋
盤
及
び
フ
ラ
イ
ス
盤
に
限
る
。
）
、

三
級

令
和
三
年
二
月

電
子
機
器
組
立
て
、
フ
ラ
ワ
ー
装
飾

十
一
日
（
木
曜

日
）

造
園
、
建
築
板
金
（
ダ
ク
ト
板
金
に
限
る
。
）

一
級
及

令
和
三
年
二
月

び
二
級

十
四
日
（
日
曜

日
）

二

受
検
申
請
書
の
提
出
期
間

令
和
二
年
十
月
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
同
月
十
六
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付

け
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
書
留
郵
便
に
よ
る
も
の
と
し
、
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

三

受
検
申
請
書
の
提
出
先

徳
島
市
新
浜
町
一
丁
目
一
番
七
号

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会

四

受
検
申
請
書
の
用
紙
等
の
配
布

受
検
申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
協
会
で
配
布
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
請
求

」
と
朱
書
き
し
、
宛
先
を
明
記
し
、
百
二
十
円
に
相
当
す
る
額
の
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
（
Ａ
列
四
番
サ
イ
ズ
以
上
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他

こ
の
検
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
受
検
案
内
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
（
電
話
〇
八
八
―
六
二
一
―
二
三
五
〇
）
又
は
徳
島

県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
八
八
―
六
六
三
―
二
三
一
六
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

令
和
二
年
十
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木

の
伐
採
に
つ
き
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す

べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七

十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

皆

伐

面

積

の

限

度

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

単
位
区
域
名

水

源

涵

養

保

安

林

土

砂

流

出

防

備

保

安

林

か
ん

祖

谷

川

七
六
〇
・
二
八

五
一
・
六
二

吉
野
川
中
流

四
七
八
・
六
九

九
五
・
六
〇

貞

光

川

一
三
八
・
一
九

二
五
・
一
九

穴

吹

川

一
六
二
・
四
六

六
六
・
九
六

美

馬

北

岸

一
三
〇
・
五
〇

五
九
・
八
二

板

野

二
八
五
・
九
五

二
〇
六
・
三
四

鮎

喰

川

一
五
二
・
二
七

四
三
・
七
八

勝

浦

川

三
八
四
・
三
六

一
二
・
一
二

那

賀

一
、
五
九
二
・
六
三

一
二
一
・
二
〇

那
賀
川
下
流

四
三
・
五
八

六
・
〇
〇

日

和

佐

川

一
五
一
・
七
〇

八
・
七
二

海

部

川

五
七
九
・
一
六

五
七
・
六
六

計

四
、
八
五
九
・
七
七

七
五
五
・
〇
一

備
考

単
位
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林



整
備
課
並
び
に
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
及
び
徳
島
県
総
合
県
民
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項

、
第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
七
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
確
認
検
査
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
と
く
し
ま
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー

徳
島
市
川
内
町
平
石
住
吉
二
○
九
番
地
五

二

指
定
の
区
分

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一

年
建
設
省
令
第
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
区

分
三

業
務
区
域

徳
島
県
の
全
域

四

確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

徳
島
市
川
内
町
平
石
住
吉
二
○
九
番
地
五

五

指
定
し
た
日

令
和
二
年
八
月
十
八
日

六

指
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
五
年
間



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
海
岸
に
係
る
高
潮
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
、
当
該
区
域
が
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ

れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
、
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
を
表
示
し
た
図
面
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
岸
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
閲

覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

海

岸

名

閲

覧

場

所

讃
岐
阿
波
沿
岸

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
整
備
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
（
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

紀
伊
水
道
西
沿
岸

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
整
備
課

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
（
鳴
門
総
合
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎

海
部
灘
沿
岸

徳
島
県
県
土
整
備
部
河
川
整
備
課

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

令
和
二
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号
（
港
湾
施
設
の
概
要
を
公
示
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

四
中
「
六
八
〇
メ
ー
ト
ル
」
を
「
八
四
三
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
件
名
及
び
数
量

電
子
黒
板
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
七
月
三
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

四
国
通
建
株
式
会
社
徳
島
支
店

徳
島
市
東
吉
野
町
一
丁
目
一
〇
番
地
の
一

五

落
札
金
額

七
十
一
万
八
千
四
百
十
円
（
月
額
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日


